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2025年（令和 7年）12月号 
 

人事・労務に役立つ NEWS 
 

事 務 所 通 信 12  
2025 

協会けんぽ（全国健康保険協会）では、「2025 年 12 月２日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなく
なります」などとして、健康保険証（被保険者証）が使えなくなることについて、周知を図っています。 

2025 年 12 月 2 日以降、  
従来の健康保険証はお使いいただけなくなります（協会けんぽ） 

★もし、従業員から期限切れの健康保険証の取り扱いについて相談を受けた場合は、本人および家族のマイ
ナ保険証または資格確認書をすでに所持していることを確認した上で、期限切れの健康保険証は廃棄するよ
うに案内しましょう。 
㊟ 健康保険組合にご加入の事業所におかれましては、ご加入の健康保険組合にご確認ください。 

高市総理が政権発足後初めてとなる所信表明演説 

･･････････････ 協会けんぽからのお知らせ／使用できなくなった健康保険証の取り扱いも案内 ･････････････ 

令和７年 10 月 21 日、石破内閣が総辞職し、新たに高市内閣が発足しました。同月 24 日には、高市
総理が、政権発足後初めてとなる所信表明演説を行いました。企業実務や社会保障に着目すると、演説の中
で、次のような方針が表明されたことが気になるところです。 

（次ページへ続く） 

 

□ 使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください！ 

● 物価高対策について 
□ 物価上昇を上回る賃上げが必要だが、それを事業者に丸投げしてしまっては、事業者の経営が苦しくな
るだけ。継続的に賃上げできる環境を整えることこそが、政府の役割である。 

□ いわゆる 103万円の壁については、基礎控除を物価に連動した形で更に引き上げる税制措置について、
真摯に議論を進める。 

□ そして、税・社会保険料負担で苦しむ中・低所得者の負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるよう
にしなければならない。早期に給付付き税額控除の制度設計に着手する。 

※機器の準備が整った医療機関では、スマートフォンをマイナ保険証としてご利用いただけます。 
※「資格確認書」をお持ちの場合、「資格確認書」でも受診できます。 

〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格情報が確認
できれば、来年 3月末までは、保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、医療関係団体に周知しています。 

            
〒135-0022 東京都江東区三好 1-8-3 越前屋ビル２階 

TEL 080-4728-5704    Maill ootay@osr-office.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12/1 ●職場のハラスメント撲滅月間（～12/31） 

12/10 ● 11 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

2026/1/5 ● 11 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 10 月決算法人の確定申告と納税・2026 年 4 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン（経産省・中小企業庁） 
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者による賃上げ・最低賃金引き上げへの対応を応援するため、

令和 7 年 10 月 30 に「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を立ち上げました。このサイトの特徴は、賃上げの
実現に向けた具体的な方法（次の３つのステップ）が示されている点です。 

★このサイトでは、関連する補助金や相談窓口などの支援策を示すとともに、今後も最新情報を提供していくこととし
ています。世間の動きを踏まえると、賃上げは必ず実行しなければならない課題といえます。このサイトにそのヒント
があるかもしれませんので、チェックしてみてはいかがでしょうか。お声掛けくだされば、トップページの URL をお
伝えします。 

◆あとがき◆ 早いもので、師走の 12月になりました。この 1年を振り返ると、9月に本の出版が出来
たこと唯一？の実績です。 今年の反省をしつつ、来年がより良い一年になるように、今から準備をし
て行きたいと思います。来年も、これまで同様に、よろしくお願いいたします。 

･･･････････････ 賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト／賃上げの実現に向けた具体的な方法 ･･････････････ 

お仕事 
カレンダー 

12 月 
 

★所信表明演説では、新たな政権が目指す重点政策や基本姿勢が示されていますので、その全文を一読しておくと
よいかもしれません。なお、所信表明演説では触れらませんでしたが、高市総理が厚生労働大臣に対し、「心身の
健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行うこと、働き方改革を推進するとともに、多
様な働き方を踏まえたルール整備を図ること」を指示したことも話題になっています。この件についても、動向に
注目です。 

● 健康医療安全保障について 
□ 人口減少・少子高齢化を乗り切るためには、社会保障制度における給付と負担の在り方について、国民
的議論が必要。超党派かつ有識者も交えた国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を含めた税と
社会保障の一体改革について議論していく。 

● 地方と暮らしを守る／人口政策・外国人対策について 
□ 排外主義とは一線を画すが、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱には、政府として毅然と
対応する。政府の司令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求める。 

STEP１ 賃上げに必要な人件費の増加分を知る 
➔「人件費増加額シミュレーション」が用意されています。 

STEP２ 商品・サービス別、顧客別の「利益」を計算
し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する 

➔企業収益を可視化・分析できるツール「儲か
る経営 キヅク君」のリンクが示されていま
す。このツールは（独）中小企業基盤整備機
構が登録不要・無料で提供しています。 

STEP３ 賃上げ原資の確保に向けて対策を考える 
➔具体的な課題（「価格交渉・価格転嫁」「売上
拡大・生産性向上」「IT 活用・省力化」「経営
改善・事業再生」「事業承継」）について、そ
れぞれ漫画による進め方のコツ、具体的な事
例、相談窓口、関連する補助金などの施策が
明記されています。 

例：「価格交渉・価格転嫁」についての漫画 


